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1.労働安全衛生法の新たな化学物質規制
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その他の要因もあるが労働安全衛生法施行後の
労働災害は減速した



労働安全行政の転換

今までは、法律を守っていればよかった→法律は、重大事故･頻繁に発生することで制
定
産業技術の発展、現場の形態はさまざま
これからは自分でリスクをみつけて対処する自主対応型になる必要がある（例リスクア
セスメント）



化学物質とは

• 元素または化合物(労働安全衛生法)：人工物に加えて
天然物、非意図的化合物も含まれる。

• 約2億種－工業的に生産されているものは約10万種

• 化学物質は身近にある
– 食品(安息香酸、ソルビン酸、赤色2号など)
– 塗料(ペンキ、インク、シンナー等)や接着剤(ボンド等)
– 洗剤(界面活性剤、防かび剤 など)や化粧品

– 農薬、殺虫剤、肥料

– 医薬品

– 燃料(ガソリン、灯油など)
– その他(セメント、アスファルトなど)

労働安全衛生法は労働者が対象、一般消
費者の用に供されるものは除かれる



現行の労働安全衛生法による化学物質の規制
黄リンマッチ
ベンジジン
4･アミノジフェニル
石綿（アスベスト）
ベンゼン含有ゴムのり
等8種類



有害業務の特別規則

• 有機溶剤中毒予防規則（昭和47年労働省令第36 号）

– 一種･二種･三種有機溶剤等

– 有機溶剤業務

• 鉛中毒予防規則（昭和47年労働省令第37号）

– 鉛業務

• 四アルキル鉛中毒予防規則（昭和47年労働省令第38号）

• 特定化学物質障害予防規則（昭和47年労働省令第39号）

– 一類･二類･三類特定化学物質

• 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)
– 特定粉じん 一般粉じん



化学物質管理をめぐる現状  規制対象外物質による労働災害
が8割

 危険性または有害性を十分に認
識していない物質の利用

 特定化学物質第3管理区分（改
善義務）が増加

 リスクアセスメント実施率50％強
• 人材がいない
• 方法がわからない

 企業規模が小さいほど法遵守が
不十分
• 労働者の有害作業、ラベル、ＳＤＳ

に関する理解が低い

 諸外国ではリスクアセスメント義
務、専門家の判断重視



労働安全衛生規則等の一部改正(令和5年4月又は令和6年4月)



化学物質管理体制の見直し(自律的な管理体制を基軸とする)



1-1ラベル表示･SDS等による通知の義務対象物質の追加



1-2 リスクアセスメントに係る事業者の義務



1-3 化学物質への直接接触の防止



1-4 衛生委員会の付議事項の追加
1-6 リスクアセスメント結果等に関する記録の作成と保存

労使の自主的な管理に委ねるとともに、災害発生時には外部の専門
家(化学物質管理専門家)を活用する



1-5 がん等の遅発性疾患の把握強化



1-7 労働災害発生事業場等への労働基準監督署長による指示



1-8 リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務(健康診断等)



事業場内の化学物質管理体制の整備

法令上の要件はないが、知識は必要
社内から選任する

原則として事業場内の労働者から選任
「製造事業場」(原料の混合物を含む)では
一定の講習を受講が必要
「取り扱い事業場」では、受講が望ましい



2-1 化学物質管理者の選任の義務



2-2 保護具着用管理責任者の選任の義務

2-3 雇い入れ時等教育の拡充

2-4 職長等に対する安全教育が拡充



3-1 SDS等による通知方法の柔軟化



3-2 SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認と更新

3-3 SDS等における通知対象事項の追加と含有量表示の適正化



3-4 化学物質を事業場内で別様器等で保管する際の措置の強化



3-5 注文者が必要な措置を講じなければならない設備の拡大



4 化学物質管理の水準が一定以上の事業場の個別規制適用除外



5 特化則等に基づく健康診断のリスクに応じた実施制度の見直し

現在6ヶ月に1回



6 作業環境測定結果第3管理区分事業所に対する強化

作業環境
管理専門家

労働衛生コン
サルタント(労
働衛生工学)と
して3年以上、

衛生工学衛生

管理者として6
年以上、作業

環境測定士と
して6年以上。

それぞれ実務
経験



化学物質体系の見直し(職場における管理のあり方に関する検討会報告書)より

• 化学物質規制体系の見直し(自律的な管理を基軸とする
規制への移行)
– 国はばく露濃度等の管理基準を定め、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みを整備・拡充し、

事業者はその情報に基づいてリスクアセスメントを行い、ばく露防止のために講ずべき措

置を自ら選択して実行することを原則とする仕組み（以下「自律的な管理」という。）に見直
すことが適当である

– 自律的な管理の導入を促進し、５年程度を目途として中小企業を含め定着させることを目指して、

国は、様々な業種、業態、作業において、現場の実態を踏まえた合理的かつ実行可能性のあるリスクア
セスメントが行われるよう、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」を見直す
とともに、化学物質管理を担う人材の育成や各種支援策の充実等を図ることが適当である。

– 特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害防止規則、四アルキ

ル鉛中毒予防規則（以下「特化則等」という）は、自律的な管理の中に残すべき規定を除き、５年
後に廃止することを想定し、その時点で十分に自律的な管理が定着していないと判断される場合
は、特化則等の規制の廃止を見送り、さらにその５年後に改めて評価を行うことが適当である。



施行期日



2.化学物質リスクアセスメント



化学物質管理の潮流



リスクアセスメントとは？

• 職場や作業に潜むリスク(危険有害性)を、自主的に定量
化(見える化)し、評価すること－危険性有害性の調査

• 評価したリスクに対して優先順位順に対策を検討し、対
策後のリスクを改めて定量化する。
–労働安全衛生法第28条の2

• 事業者はリスクアセスメントを実施し、その結果に基づ
きリスク低減措置を講ずる努力義務

– 労働安全衛生法57条の3
• 一定の危険性・有害性が確認されている化学物質によるリス
クアセスメントの実施が義務

– 多くの労働安全衛生対策に取り入れられている



化学物質リスクアセスメントについて

• 一定の危険性・有害性が確認されている化学物質(674物質)
による危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）の実
施が事業者の義務

• 事業者には、リスクアセスメントの結果に基づき、労働安全衛
生法令の措置を講じる義務があるほか、労働者の危険又は健
康障害を防止するために必要な措置を講じることが努力義務
となる

• 労働者にリスクアセスメント結果の周知義務

• 上記の化学物質を製造し、又は取り扱う全ての事業者が対象

労働安全衛生法57条の3



化学物質リスクアセスメント制度(現行)



化学物質管理とリスクアセスメント(令和5年4月から一部令和6年)



新たな化学規制とリスクアセスメント



化学物質リスクアセスメント(RA)実施時期

施行日(平成28年6月1日)以降

平成28年6月1日以降



化学物質のリスク(健康)

リスク＝傷害の重大さ×傷害の発生確率

化学物質の有害性 ばく露の頻度と時間

取扱量や方法
物理的形態
(揮発性･飛散性)

蒸発量や粒子の大きさ

設備

急性毒性
慢性毒性
生殖毒性
発がん性
皮膚刺激性 等

×

※有害性や物理的性状はSDSに記載されている



化学物質の健康リスク
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ＳＤＳ(安全データシート)

• 事業者が化学物質及び化学物質を含んだ製品を他
の事業者に譲渡・提供する際に交付する化学物質
の危険(爆発や火災など)･有害性(急性中毒や発がん性、目への刺

激など)情報等を記載した文書
• 利用者(取扱い事業場)

–労働者への有害物質の説明責任
• 周知の義務 労働安全衛生法101条２

–取扱労働者への周知
• 取扱作業場に常時掲示又は備え付け
• 手順書･取扱いルールの決定
• リスクアセスメント

平成24年よりＳＤＳに名称変更



SDSの記載事項

1.化学品及び会社情報
2.危険有害性の要約
3.組成及び成分情報
4.応急措置
5.火災時の措置
6.漏出時の措置
7.取扱い及び保管上の注意
8.ばく露防止及び保護措置

9.物理的及び化学的性質
10.安定性及び反応性
11.有害性情報
12.環境影響情報
13.廃棄上の注意
14.輸送上の注意
15.適用法令
16.SDSの作成と改訂に関する情
報を含むその他の情報

日本産業規格 JIS Z 7253



労働安全衛生法のＳＤＳ制度(安全データシート)

化学物質の危険有害性の評価

危険有害化学物質の製造･販売

ラベルの作成

容器、包装など
に貼付

SDSの作成

交付

SDSの確認管理

使用者(事業者)

製
造
メ
ー
カ
ー
等

ユ
ー
ザ
ー

労働安全衛生法57条 労働安全衛生法57条の２

労働者への周知

労働安全衛生法101条の２

化学物質リスクアセスメント

労働安全衛生法57条の3

674物質



適用除外となるもの

• 「一般消費者の用に供する物」

• 裾切り値（安衛規別表第２（第三十条、第三十四条の二関
係）下段）が定められており、重量濃度がそれ未満のもの
には適用されないこととされている

–GHS 分類結果に基づいて、GHS におけるカットオフ値をそのま
ま流用

• 産業廃棄物

–安衛則第34 条の２及び同第34 条の２の２「製剤その他の物」に

該当しないので、混合物であればリスクアセスメントの対象には
ならない



主として一般消費者の用に供するものの例
主として一般消費者に用に供するものの例（基発0803第2号）

①医薬品・医薬部部外品・化粧品
医薬品、医療機器等の品質、有効
性および安定性の確保等に関する
法律

②農薬 農薬取締法

③労働者（一般消費者にわたる前のすべての企業で）の取扱いの
過程において固体以外の状態にならず、かつ粉状（0.1mm）または
粒状にならない製品

④表示対象物が密封された状態で取り扱われる製品（密閉とは異
なる）
⑤一般消費者のもとに提供される段階の食品

※対象：一般消費者の手に届くまでに、労働者がその化学物質に暴露するなどのお
それのある工程があるもの



医薬品（医薬品医療器具等法）－適用除外

• 医薬品
– ヒトや動物の疾病の診断・治療・予防を行うために与える薬品

• 日本薬局方に収められている物
• ～略～

• 医薬部外品
– 次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用

が緩和な物であって機械器具等でないもの
• ～略～

• 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等
の駆除又は防止

• 化粧品
– ～略～身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用

されることが目的～略



医薬用外毒物劇物（毒劇法）－適用

• 毒物及び劇物取締法（毒劇法）で指定

– 毒薬・劇薬とは医薬品で、毒物・劇物とは異なる

• 医薬用外毒物

– GHSにおける急性毒性区分1または2に相当

• 医薬用外劇物

– GHSにおける急性毒性区分3、皮膚腐食性区分1、眼傷害性区分1に相
当

• 医薬用外毒物と劇物は、毒劇法で管理が必要

– 表示／施錠／管理簿など

– SDS発行対象（リスクアセスメント対象）



表示ラベルの見方

注意)小分けした小容器も対象



GHSとは



健康有害性の分類（GHS）

1. 急性毒性

2. 皮膚腐食性／刺激性

3. 眼に対する重篤な損傷／眼刺激性

4. 呼吸器または皮膚感作性

5. 生殖細胞変異原生

6. 発がん性

7. 生殖毒性

8. 特定標的臓器／全身毒性(単回暴露/反復暴露)
9. 吸引性呼吸器有害性



GHS絵表示

と対象となる
危険有害性



SDS 急性毒性表示例



化学物質リスクアセスメント手順

義
務

法令(特別則)以外は
努力義務

義務

実施担当者は、知識のある方



リスクアセスメントの実施体制(社内で誰がやるか)



ステップ1化学物質等による危険性有害の特定(義務)
• 取扱い原料および製品のリストアップ(GHSマーク)
• 原料および製品のSDSの確認

※ラベルに絵表示があればリスクアセスメント



化学物質使用リスト(例)

製品名
ラベル
絵表示

SDS保
管

RA実施
日

使用ライン 担当部署 使用量 在庫量 備考

トリジマット 有 有 未 混合Aライン 製造1課 10ml/日 500ml 有機則

スクロマットG 有 無 未 混合Aライン 製造1課 10ml/日 500ml 特化則

スクロムＡ 無 無 不必要 混合Aライン 製造２課 100g/日 10㎏

アストロン 有 有 未 乾燥ライン 製造２課
１０μl/
バッチ

１０ml



危険性または有害性の特定



ステップ2 リスクの見積もり(義務)

• ア、イ、ウの方法(爆発火災などの危険性についてはアと
ウ)
–ア 災害の可能性の度合と重篤度を見積もる→コントロールバ

ンディングなど

–イ ばく露濃度または推定値と基準値を比較→測定する(検知
管等で実測、シミュレーション)

–ウ 労働安全衛生関係法令（特別規則）により既に個別の措置
の規定の履行状況を確認すること等→規則遵守（有機溶剤中
毒予防規則・特定化学物質障害予防規則など）

調査対象物によっては、危険性と有害性の両方についてリスクアセスメントを行う



ア.可能性の度会と重篤度を見積もる方法(化学物質のリスク
アセスメント支援ツール等)

○掲載先/□主体 概要

○職場の安全サイト
□厚生労働省

化学物質リスク簡易評価法(コントロールバンディング)－(鉱物・
金属粉じん作業)を追加

爆発・火災リスクアセスメント簡易支援ツール
塗装(工業塗装)・印刷・メッキのリスクアセスメントシート

○ECETOC-TRAサイト
□ECETOC

ECETOCが開発(ECETOC-TRA)
EXCELファィル 定量的。英語版のみ

○JCIA BIGDr
□一社日本化学工業
会

リスクアセスメントツール GSS-Maker
ECETOC-TRAの日本語ツール 会員企業・関係会社

BIGDr.Worker(登録後一般企業も利用可能)

○建設業におけるリス
クアセスメント

□建設業労働災害防
止協会

建設業おける化学物質取り扱い作業のリスクアセスメントについ
て



イ.ばく露濃度または推定値との比較



ばく露濃度の推定方法例



化学物質リスクアセスメント手法の選択



ステップ3 リスク低減対策の内容検討

※リスク低減措置を講じた場合には、当該措置を実施した後に見込まれるリスクを見積もることが望ましい



ステップ4 リスク低減措置の実施

死亡、後遺障害又は重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスクに対して、適切なリスク低減措置の実施に時
間を要する場合は、暫定的な措置を直ちに講ずる



ステップ5 結果の労働者への周知



コントロールバンディングとは

• 化学物質を取り扱う作業ごとに、「化学物質の有害性」、「物理
的形態(揮発性/飛散性)」、「取扱量」の３つの要素の情報から、

リスクの程度を４段階にランク分けし、ランクに応じた一般的な
管理対策を示すほか、一般的に行われる作業については、よ
り具体的な実施事項を示す(管理手段シート)を示すことができ
るツール



リスクアセスメント支援ツール

• 厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト

• https://anzeninfo.mhlw.go.jp/



おわりに

• 職場の化学物質規制は、法令によって規制されているから、法令
に従って対策すればいいという法令準拠型から、使っている化学
物質のリスクを見つけて、適切に対処する自律的な管理に大きく
変わってきます。

• 自律的な管理の中心となるのは、リスクアセスメントです。今後は
中小規模の事業場で化学物質リスクアセスメントが必須となりま
す。

• 国は、化学物質の情報提供と、暴露が発生した場合の規制強化
に重点をおくと考えられます。


